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平成３１年第１回港区議会定例会提出予定案件（概要） 

 

区長報告第１号                    

 専決処分について（損害賠償額の決定） 

 

 本件は、清掃車（軽小型貨物車）による車両損傷事故の損害賠償額の決 

定について専決処分しましたので、報告するものです。 

 ○ 専決処分の日 平成３１年１月２２日 

 ○ 損害賠償額  ２５万２７９円 

 ○ 概   要  平成３０年１１月５日港区赤坂八丁目１番９号先の 

          特別区道第６２１号線道路上に職員が清掃車を駐車 

          後、その場を離れたところ当該車両が動き出し、港 

          区赤坂八丁目４番５号に所在するマンション駐車場 

          内に駐車していた乗用車に衝突し、当該車両を損傷 

          させた事故に伴う損害賠償です。 

 

議案第１号                  

 財団法人港区住宅公社に対する助成に関する条例を廃止する条例 

 

 本案は、財団法人港区住宅公社の清算結了に伴い、条例を廃止するもの 

です。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第２号                

 港区道路占用料等徴収条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の 

 一部を改正する条例 

 

 本案は、固定資産税評価額の改定を踏まえ、道路占用料及び上下水道施 

設上部利用公園占用料を改定するとともに、平成３１年度に限り引上率を 

緩和する措置を定めるものです。 

 ○ 内  容   

 （１）港区平均の固定資産税評価額を踏まえ、道路占用料を平均２７パ 

   ーセント引き上げます。 

 （２）港区平均の固定資産税評価額を踏まえ、上下水道施設上部利用公 

   園占用料を平均２４パーセント引き上げます。 
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 （３）（１）及び（２）について、一部を除き、平成３１年度に限り占 

   用料の引上率を２０パーセントに緩和します。 

 ○ 施行期日  平成３１年４月１日 

 

議案第３号                

 港区立公園条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、固定資産税評価額の改定を踏まえ、公園占用料を改定するとと 

もに平成３１年度に限り引上率を緩和する措置を定めます。あわせて、虎 

ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、横川省三記念公 

園を移設することとなるため、当該公園を廃止するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）港区平均の固定資産税評価額を踏まえ、公園占用料を平均２４パ 

   ーセント引き上げます。 

 （２）港区立横川省三記念公園（港区麻布台一丁目４番６号）を廃止し 

   ます。 

 （３）（１）について、一部を除き、平成３１年度に限り占用料の引上 

   率を２０パーセントに緩和します。 

 ○ 施行期日  平成３１年４月１日。ただし、（２）については、区 

         規則で定める日（平成３１年４月１５日予定） 

 

議案第４号                

 港区低炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域内における建築物の駐車 

 施設の附置等に関する条例 

 

 本案は、港区低炭素まちづくり計画で定めた駐車機能集約区域及び当該 

区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する必要な事項を定めるた 

め、新たに条例を制定するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）駐車機能集約区域を定めます。 

 （２）駐車機能集約区域において、建築物を新築し、増築し、又は用途 

   を変更する場合の駐車施設の附置等について定めます。 

 （３）是正の措置命令及び立入検査等について定めます。 

 （４）是正の措置命令に違反した者及び立入検査等に応じない者並びに 

   その使用者に対しての罰金の適用について定めます。 

 ○ 施行期日  平成３１年４月１日 
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議案第５号                 

 港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する 

 条例 

 

 本案は、条例の題名を変更するとともに、住戸専用面積の確保の基準等 

を適用する対象として単身者向けの長屋を追加するほか、規定を整備する 

ものです。 

 ○ 内  容  

 （１）条例の題名を変更します。 

    港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例 

     → 港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例 

（２）適用対象に単身者向けの長屋を追加します。 

 （３）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  平成３１年１０月１日。ただし、（３）の一部につい 

         ては、同年４月１日 

 

議案第６号                

 港区国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例を廃止する条例 

 

 本案は、高額療養費資金及び出産費資金の貸付制度を廃止するため、条 

例を廃止するものです。 

 ○ 施行期日  平成３１年３月２９日 

 

議案第７号                    

 平成３０年度港区一般会計補正予算（第４号） 

 

議案第８号                    

 平成３０年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第１号） 

 

議案第９号                    

 平成３０年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第１号） 

 

議案第１０号                   

 平成３１年度港区一般会計予算 

 

 



 4 

議案第１１号                   

 平成３１年度港区国民健康保険事業会計予算 

 

議案第１２号                   

 平成３１年度港区後期高齢者医療会計予算 

 

議案第１３号                   

 平成３１年度港区介護保険会計予算 

 

議案第１４号                   

 工事請負契約の承認について（港区立精神障害者地域活動支援センター 

 等新築工事） 

 

 本案は、港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事について、 

工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）工事の規模   鉄骨造地上８階建て 

            延べ２，０７７．７１㎡ 

 （２）契約金額    ９億１，２６０万円 

 （３）工  期    契約締結の日の翌日から平成３３年２月２８日 

            まで 

 （４）契約の相手方  港区芝大門二丁目７番５号ＭＴビル３階 

            株式会社松尾工務店東京支店 

 

議案第１５号                   

 工事請負契約の承認について（港区立精神障害者地域活動支援センター 

 等新築に伴う機械設備工事） 

 

 本案は、港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備 

工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約金額    １億５，４３３万２，０００円 

 （２）工  期    契約締結の日の翌日から平成３３年２月２８日 

            まで 

 （３）契約の相手方  港区三田一丁目４番２８号三田国際ビル１２階 

            株式会社菱熱東京支社 
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議案第１６号                   

 工事請負契約の承認について（港区立赤坂中学校等整備工事） 

 

 本案は、港区立赤坂中学校等整備工事について、工事請負契約の承認を 

求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）工事の規模   

   ア 中学校及び一部小学  鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄 

     校教室新築工事    筋コンクリート造地下１階地上６階建て 

                延べ１７，９４１．５１㎡ 

   イ 幼稚園新築工事    鉄筋コンクリート造地上２階建て 

                延べ１，８２３．５９㎡ 

   ウ 既存小学校増築工事  上空通路接続部分 

                延べ４９．６７㎡ 

 （２）契約金額    ９１億６，９２０万円 

 （３）工  期    契約締結の日の翌日から平成３５年８月１１日 

            まで 

 （４）契約の相手方  新宿区西新宿六丁目８番１号 

            大成・谷沢・大勝建設共同企業体 

 

議案第１７号                   

 工事請負契約の承認について（港区立赤坂中学校等整備に伴う空気調和 

 設備工事） 

 

 本案は、港区立赤坂中学校等整備に伴う空気調和設備工事について、工 

事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約金額    ９億８，２８０万円 

 （２）工  期    契約締結の日の翌日から平成３５年８月１１日 

            まで 

 （３）契約の相手方  豊島区南大塚二丁目２６番２０号 

            菱和・文化建設共同企業体 

 

議案第１８号             

 指定管理者の指定について（港区立桑田記念児童遊園） 
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 本案は、桑田記念児童遊園の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立桑田記念児童遊園 

 （２）指定管理者  港区元赤坂一丁目５番８号かたばみ興業株式会社内 

           かたばみ・山本・ＧＳグループ 

    （代表団体）  かたばみ興業株式会社 

    （構成団体）  株式会社山本造園 

    （構成団体）  グリーン産業株式会社 

 （３）指定の期間  平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 

議案第１９号               

 特別区道路線の廃止について（虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一 

 丁目） 

 

 本案は、虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特 

別区道路線を廃止するものです。 

 ○ 内  容  次の特別区道の路線を廃止します。 

路線番号 
起  点 

終  点 

第１４３号 
港区虎ノ門五丁目１０７番１６先 

港区虎ノ門五丁目１０９番２先 

第４０５号 
港区六本木一丁目３８９番２ 

港区麻布台一丁目３１３番３３先 

第４０６号 
港区麻布台一丁目３０番２先 

港区虎ノ門五丁目１１２番１１先 

第４０７号 
港区麻布台一丁目９番５先 

港区麻布台一丁目１番２先 

第４１１号 
港区麻布台一丁目３１３番１ 

港区麻布台一丁目３１３番１ 

第１，１６９号 
港区六本木一丁目１１３番４２ 

港区虎ノ門五丁目１８番２０９ 

 

議案第２０号               

 特別区道路線の認定について（虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一 

 丁目） 

 

 本案は、虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特 

別区道路線を認定するものです。 
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 ○ 内  容  次の特別区道の路線を認定します。 

路線番号 
起  点 

終  点 

第１，１８５号 
港区麻布台一丁目３０番１ 

港区虎ノ門五丁目１０４番５ 

第１，１８６号 
港区六本木一丁目３８９番２ 

港区麻布台一丁目３１４番３ 

第１，１８７号 
港区六本木一丁目１１３番４２ 

港区虎ノ門五丁目１８番２０８ 

第１，１８８号 
港区麻布台一丁目３１３番１ 

港区麻布台一丁目３０４番８先 

 

議案第２１号               

 港区有通路の廃止について（浜松町二丁目） 

 

 本案は、浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、港区 

有通路を廃止するものです。 

 ○ 内  容  港区有通路第３号を廃止します。 

          起  点  港区浜松町二丁目５番４７ 

          終  点  港区浜松町二丁目５番３３ 

 


